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「農山漁村の地域活性化推進、農山漁村のにぎわい創出及び地域振興施
設整備に関する同種・同類業務」とあります。
質問：地域振興施設とは、道の駅、農水産物販売・飲食施設、農水産物
物流に係る施設も含まれるという理解で宜しいでしょうか。

「実施要領　第４　参加資格要件　６」に記
載の地域振興施設については、地域住民の生
活や経済の活性化等を目的とした施設と考え
るため、道の駅、農林水産物販売・飲食施設
は該当するものとしますが、農水産物物流に
係る施設については、主目的が異なると考え
るため該当しないものとします。

知柄漁港及び周辺エリア整備に関わる民間資金等活用事業調査業務に係る公募型プロポーザル　参加表明書の提出に関する【質問と回答】

No. 質問の内容 回答

「農山漁村の地域活性化推進、農山漁村のにぎわい創出及び地域振興施
設整備に関する同種・同類業務」とあります。
質問：これらに関する業務の中で、「委託仕様書 ３ 業務の内容」と同
種・同類の業務の実績を示すという理解で宜しいでしょうか。

「委託仕様書　３　業務の内容」に記載の
「(1)PFI導入可能性調査等の実施」アからキ
に記載の業務又はそのいずれか一部に該当す
る又は類似する業務の実績を示すものとしま
す。
また、受託した構想、計画等策定支援業務等
の中に、上記業務内容が含まれる場合も可と
します。

質問事項

「実施要領 第４ 参加資格要件
６」について

「実施要領 第４ 参加資格要件
６」について


